
 

新入生ホットラインのお知らせ 

１年生の諸君へ 

 

 寮・大学生活で、強引なクラブへの勧誘や飲酒強要

などのハラスメント行為があったときには、ただちに

大学に連絡してください。通報者のプライバシー、大

学生活、寮生活は厳正に守られます。ハラスメント行

為があれば、本学の規則により厳重に処罰されます。 

 ハラスメント行為を看過しないで下さい。それが、

被害の拡大を防止することにつながります。 

 

通報先 

  電話番号  ０８０－５０１７－０９６０ 

  Ｅメール  soudan@ad.hit-u.ac.jp 

 

一橋大学 教育・学生担当副学長 盛 誠吾 

平成２１年４月１日 


